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○申請・問い合わせ先 

ＴＥＬ 
０７４２‐９５‐５２６０ 

（平日９時００分～１７時００分 土日祝・年末年始を除く。） 

※ 電話番号のお掛け間違いにご注意ください。 

Ｈ Ｐ 
詳しくはこちらをご確認ください。 

https://www.pref.nara.jp/66856.htm 
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⑤補助事業の実施 

（交付決定通知日～令和８年２月2７日（金）） 

⑥実績報告・補助金請求 

（～補助事業の完了日から起算して３０日を 

経過した日又は令和８年２月2７日（金）） 

のいずれか早い日） 

⑦補助金支払い 

③交付申請（～令和８年２月２日（月）） 

 ①申込み 

デ
ジ
な
ら
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ン

事
務
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※
委
託
） 

②専門家による面談・ 

クラウドサービスの提案 

 

④交付決定 

補助金の申請には、面談を終え、 

見積書を取得する必要があります。 

【定義】 

クラウドサービス･･･ソフトウェアを、インターネットを介して利用するサービスを指します。 

自社でシステムの開発やサーバー等を所有する必要がないため、安く、簡単に

デジタル化を進めることができます。 

例：会計ソフト、給与計算サービス、勤怠管理システム 

 

専門家･･･協議会からの委託を受けた事業者より派遣される専門家が、申請者の経営課題の聞き取り、

クラウドサービスに関する情報提供・提案を無料で行います。 
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〔応募にあたっての留意事項〕 

デジならキャンペーン補助金は、給付金ではありませんので、この補助金の交付を受け

るためには、交付申請書を作成し、その交付申請の内容に基づいて、事業に取り組む必

要があります。補助事業遂行の際には、自己負担が必要となり、補助金は後払いになり

ます。 

 

１ 補助事業者  

本補助金は、奈良県小規模事業者等デジタル化推進協議会（以下「協議会」という。）

が実施するものです。 

協議会は、奈良県、奈良県商工会連合会、奈良商工会議所連合会、奈良県中小企業団体

中央会、（一社）奈良経済産業協会、（公財）奈良県地域産業振興センターで構成され、県

内小規模事業者等のデジタル化を進め、県内の経済・産業の発展を促すため活動していま

す。 

協議会事務局は、奈良県産業部経営支援課に置かれています。 

 

２ 事業の目的  

「デジならキャンペーン補助金」は、県内小規模事業者等が生産性と収益力の向上を図

るために実施するクラウドサービスを利用したデジタル技術の活用を支援することを目的

としています。 

 

３  補助対象者  

本事業の補助対象者は、次の（１）の①から⑥のすべての要件に当てはまる者とします。 

(1) 対象者の要件 

① 小規模事業者等であること。 

② 奈良県内に事業所を有すること。 

③ 専門家の助言・提案を受けた者であること。 

④ 本キャンペーンを利用して導入するクラウドサービスについて、利用開始日から1年

以上継続して利用する意思を有している者。 

⑤ 導入の効果等についてのアンケートの回答を求められた際に協力することに同意す

る者であること。 

⑥ 本キャンペーン事業に係るすべての情報について、統計的な処理等をされて匿名性

を確保しつつ公表される場合があることについて同意した者であること。 

  ※①～⑥の詳細は次ページへ 
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① 小規模事業者等（以下のア、イ、ウ、エのいずれかの要件を満たす者）であること。 

ア 中小企業者  

下表の要件を満たす会社又は個人であること。（中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２
条第１項に規定する者であること） 

業種 
次のいずれかを満たす者 

資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数 

製造業、建設業、運輸業 

その他業種（下記に掲げる 

業種を除く。） 

（注１） 

３億円以下 ３００人以下 

卸売業 １億円以下 １００人以下 

サービス業 

（注２） 
５，０００万円以下 １００人以下 

小売業 ５，０００万円以下 ５０人以下 

分類については、下記の産業分類の改訂版に準拠します。 

https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/index.htm 

（注1）ゴム製品製造業（一部を除く）は、資本金の額又は出資の総額が３億円以下又は常時使
用する従業員の数が９００人以下 

（注2）ソフトウェア業・情報処理サービス業は、資本金の額又は出資の総額が３億円以下又は
常時使用する従業員の数が３００人以下、旅館業は資本金５千万円以下又は従業員２００
人以下 

 

イ 小規模企業者  

下表の要件を満たす会社又は個人であること。（中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２
条第５項に規定する者であること） 

業種 次の要件を満たす者 

製造業その他業種 

（下記に掲げる業種を除く。） 
常時使用する従業員の数が２０人以下 

商業（卸売業・小売業）、サービス業 常時使用する従業員の数が５人以下 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/index.htm
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ウ 中小企業者等と同等と認められる者（組合・法人関係）  

下表にある組合等に該当する法人であること。（中小企業等経営強化法（平成１１年法律第１８号）
第２条第１項第６号～第８号に規定する者であること） 

①企業組合 

②協業組合 

③事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会 

④商工組合、商工組合連合会 

⑤商店街振興組合、商店街振興組合連合会 

⑥水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会 

⑦生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会 

その直接又は間接の構成員の３分の２以上が、５，０００万円（卸売業を主たる事業とする事業

者については、１億円）以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時５０

人（卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、１００人）以下の従業員を使用

する者であるもの。 

⑧酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会 

（酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会の場合） 

その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の３分の２以上が、３億円以下の金額をその資本金

の額若しくは出資の総額とする法人又は常時３００人以下の従業員を使用する者であるもの。 

（酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会の場合） 

その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の３分の２以上が、５，０００万円（酒類卸売業者

については、１億円）以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時５０人

（酒類卸売業者については、１００人）以下の従業員を使用する者であるもの。 

⑨内航海運組合、内航海運組合連合会 

その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の３分の２以上が３億円以下の金額をその

資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時３００人以下の従業員を使用する者であるも

の。 

⑩技術研究組合 

直接又は間接の構成員の３分の２以上が「ア 中小企業者」「イ 小規模企業者」に該当するも

の、企業組合、協同組合であるもの。 

  

※該当しない組合や財団法人（公益・一般）及び社団法人（公益・一般）、医療法人 

及び法人格の無い任意団体は含まない。 
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エ 中小企業者等と同等と認められる者（その他）  

下表にあるいずれかに当てはまる者 

①以下全ての要件を満たす特定非営利活動法人（NPO法人）  

ⅰ）広く中小企業一般の振興・発展に直結し得る活動を行う特定非営利活動法人であること。  

ⅱ）従業員数が３００人以下であること。  

ⅲ）法人税法上の収益事業（法人税法施行令第５条第１項に規定される３４事業）を行う特定非

営利活動法人であること。  

ⅳ）認定特定非営利活動法人ではないこと。  

②以下全ての要件を満たす社会福祉法人 

 ⅰ）「社会福祉法」第３２条に規定する所管庁の認可を受け設立されている法人であること。 

 ⅱ）従業員数が３００人以下であること。 

 ⅲ）収益事業の範囲内で補助事業を行うこと。 

 

② 奈良県内に事業所を有すること。 

 奈良県内に事業所を有し、県内の事業所で利用するクラウドサービスを導入する必要があります。 

○補助対象となる例 

 ・大阪府に本社のある企業が、奈良県内の支店を含む各支店にクラウドサービスを導入する。 

×補助対象とならない例 

 ・奈良県に本社のある企業が、県外の支店のみに対してクラウドサービスを導入する。 

 

③ 専門家の助言・提案を受けた者であること。 

 補助金を申請するには下記の専門家による面談が必要です。 

 

【専門家について】 

 

本事業は協議会の委託を受けた専門家が事業所を直接訪問し、クラウドサービスに関する助

言・提案を行います。 

具体的にはお悩み・ニーズをヒアリング、業務を可視化、優先課題の特定などを行いながら

伴走支援を行います。そしてクラウドサービスの中から事業所の課題に合ったサービスを提

案、導入に至るまでのサポートを行います。 

なお、本事業で派遣される専門家は、中小企業のデジタル化支援に対する豊富な経験を持ち

、またクラウドサービスに対する知識、デジタル支援者に相当する資格を保有しています。 

 

＜面談申込みはこちら＞ 

 Ｈ Ｐ：https://www.pref.nara.jp/66856.htm 

ＴＥＬ：０７４２－９５―５２６０ 

（平日９時００分～１７時００分 土日祝・年末年始を除く。）  
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④ 本キャンペーンを利用して導入するクラウドサービスについて、利用開始日から1年以上、継続し

て利用する意思を有している者。 

  利用開始日から 1 年未満でクラウドサービスの利用を中止した場合、交付決定の取り

消しや補助金の返還を命じる場合があります。 

 

⑤ 導入の効果等についてのアンケートの回答を求められた際に協力することに同意する者であ

ること。 

本補助金を利用された者へ以下のとおりアンケートを実施します。ご協力をお願いします。 

対象 令和７年度デジならキャンペーンを利用した者 

調査期間 令和８年１２月～令和９年１月頃 

質問事項 
クラウドサービス導入による効率化の割合（％）、今後のデジタル化への興味・関心

等 

 

⑥ キャンペーン事業に係るすべての情報について、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表

される場合があることについて同意した者であること。 

 例）今後の施策立案に関する成果報告等 
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(2) 対象外となる者 

次に掲げる者は、補助金の交付対象者となりません。 

※ 県税の納税状況について、県担当課に照会のうえ確認することがあります。 

 

４ 補助対象事業  

本事業の補助対象事業は、次の要件を満たす事業とします。 

○専門家による面談内容を踏まえて、実施する取組であること。 

 ・本事業は、専門家による面談内容に基づき、申請を受け付けます。 

 

○交付申請書に基づいて実施する取組であること。 

・本事業は、クラウドサービスを利用した業務のデジタル化を支援する取り組みです。クラ

ウドサービスの導入を伴わない費用は補助されません。 

 

① 奈良県税を滞納している者 

② 営業に関して必要な許認可等を取得していない者 

③ 役員に、法律行為を行う能力を有しない者、破産者で復権を得ない者又は禁錮以上の刑に

処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から２年を経過

しない者がいる者 

④ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）である又は役員等（法人である

場合は役員、個人である場合はその者をいう。以下同じ。）が暴力団員（同条第６号

に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である者 

⑤ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等している者 

⑥ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対し、資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接

的又は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者 

⑦ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべ

き関係を有している者 

⑧ 政治団体（政治資金規正法第３条に定義される者）、宗教上の組織又は団体の者 

⑨ 次のいずれかに該当する者 

ア 一の大企業（中小企業者等以外の事業者をいう。以下同じ。）が発行済株式総数

又は出資総額の２分の１以上を所有又は出資している中小企業者等 

イ 複数の大企業が発行済株式総数又は出資総額の３分の２以上を所有又は出資し

ている中小企業者等 

① 奈良県税を滞納している者 

② 営業に関して必要な許認可等を取得していない者 

③ 役員に、法律行為を行う能力を有しない者、破産者で復権を得ない者又は禁錮以上の刑に

処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から２年を経過

しない者がいる者 

④ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）である又は役員等（法人である場合は役

員、個人である場合はその者をいう。以下同じ。）が暴力団員（同条第６号に規定する暴

力団員をいう。以下同じ。）である者 

⑤ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える

目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等している者 

⑥ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対し、資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又

は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者 

⑦ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関

係を有している者 

⑧ 政治団体（政治資金規正法第３条に定義される者）、宗教上の組織又は団体の者 

⑨ 次のいずれかに該当する者 

ア 一の大企業（中小企業者等以外の事業者をいう。以下同じ。）が発行済株式総数又は 

出資総額の２分の１以上を所有又は出資している中小企業者等 

イ 複数の大企業が発行済株式総数又は出資総額の３分の２以上を所有又は出資してい 

る中小企業者等 

ウ 役員の半数以上を大企業の役員又は社員が兼務している中小企業者等 

⑩ その他会長が補助金を交付することが不適当と認めるもの 
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５ 補助率等  

本事業における補助率等は以下のとおりです。 ※円未満の端数は切り捨て 

補助率 
補助対象経費（消費税及び地方消費税に相当する額を除く。）

の２分の１以内 

補助限度額 ２０万円 

 

６ 補助事業期間  

 

補助事業期間 交付決定通知日～令和８年２月２７日（金） 

 

７ 補助対象経費  

補助対象経費の範囲及び留意事項は、以下のとおりです。 

(1) 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定でき、かつ、領収書その他の証拠書

類に基づいて内容及び金額が確認できることが必要です。 

 

(2) 補助事業期間内で、着手（クラウドサービスの契約の締結等）し、完了(支払いまで)

した経費が対象となります。ただし、クラウド利用料については、補助事業期間内に

発生し、支払いを完了した経費に限り、最大１年分を補助対象経費とします。 

 

(3) 経費の支払い方法は、補助金執行の適正性確保のため、領収書その他の証拠書類に基

づいて内容及び金額が確認できる支払い方法をご利用ください。 

○利用可能な支払い方法の例 

 現金、銀行振込、クレジットカード１回払い等 

※ただし、クレジットカードによる支払いの場合、口座引き落としも完了している 

必要があります。 

×利用できない支払い方法の例 

小切手や手形による支払い（自社振出・他社振出に関わらず）、仮想通貨での支払

い、キャッシュレスサービスでの支払い、ポイント・商品券等による支払い等 

 

(4) 補助対象経費の具体的な内容は、以下のとおりです。なお、実際に交付される補助金の額は、

実績報告において認められた補助対象経費（消費税及び地方消費税に相当する額を除く。）に補

助率を乗じて得た額の合計額となります。 

補助の対象となる経費 

① クラウドサービス購入費  ②クラウド利用料  

③ ハードウェア関連費  ④ 導入関連費 

 ※①～④の詳細は次ページへ 
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【対象となる経費の例】 

① クラウドサービス購入費 

専門家の面談を踏まえて導入されるクラウドサービスの導入費 

 

対象となる経費例 対象とならない経費例 

○クラウドサービスの購入費 

○ライセンス費用 

 

○買い取り型の商品の費用 

○生産性の向上に関連のないクラウドサ

ービスの購入費用 

○面談の内容と関連のないクラウドサー

ビスの購入費用 

○既存のクラウドサービスについての増

台や追加購入のライセンス費用、機能拡

張、乗り換え等にかかる費用 

○情報セキュリティにかかるツールの購

入費 

 

②クラウド利用料 

 最大１年分のクラウドサービス利用料金・ランニングコスト 

 

対象となる経費例 対象とならない経費例 

○補助事業期間内に契約～支払いまで完

了した利用料金・保守費用（最大 1年分） 

 

○実績報告の時点において支払いの完了

していない費用 

○クラウドサービス導入の日から 1 年を

超える期間の利用料金・保守費用 

○既存のクラウドサービスについての利

用料金・保守費用 

○交付申請時に金額が定まっていないも

の 

例）従量制の料金、キャッシュレス決済手

数料 
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③ハードウェア関連費 

導入したクラウドサービスと不可分なハードウェア 

 

対象となる経費例 対象とならない経費例 

○キャッシュレス対応に必要な POSレジ、

リーダー、スキャナ、決済端末・勤怠管

理に必要なスキャナ、打刻用端末等 

○導入したクラウドサービスの専用機器 

○導入したクラウドサービスと同一の請

求により提供されるもの 

○導入するクラウドサービスと関連のな

いハードウェア 

○既存のクラウドサービスで利用するハ

ードウェア 

○ハードウェアのリース料 

〇PC、タブレット、スマートフォン等の汎

用性が高く導入するクラウドサービス

の運用に使用すると断定できないもの。 

○ハードウェアの運搬費・送料・設置費 

○ロール紙・インク等の消耗品 

○一般的な市場価格と比較して著しく高

額であるもの 

○中古品、オークションによる購入物 

 

④導入関連費 

 導入したクラウドサービスと関連する初期設定費用等 

 

対象となる経費例 対象とならない経費例 

○導入するクラウドサービスに関連する

オプション・役務の費用 

○導入するクラウドサービスと既存のク

ラウドサービスとのデータ連携にかか

る費用 

○導入するクラウドサービスのインスト

ール作業や動作確認の費用 

○導入するクラウドサービスのマスタ設

定等の導入設定費用 

 

○導入するクラウドサービスとは関連の

ないデータ作成費用やデータ投入費用

等 

○既存のクラウドサービスについての増

台や追加購入のライセンス費用、機能拡

張等にかかる費用 

○移動費、交通費、宿泊費、出張費 
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(5) 以下に該当する経費は対象となりません。 

同一の補助事業対象経費に対し、国や他の地方自治体が交付する補助金等の交付を受

けている当該経費又は受ける予定の当該経費 

交付決定通知日の前日以前に、着手（契約・発注）した補助対象事業に係る経費 

公租公課（消費税・地方消費税額を含む）、収入印紙代 

振込手数料 

支出証拠書類により支払ったことを明示できない経費 

その他、会長が補助事業の目的に合致しない経費、補助事業に直接関わらない経費、

公的資金の使途として社会通念上、不適切と認める経費 

 

(6) 補助対象経費全般にわたる留意事項 

補助対象経費は当該事業に使用したものとして明確に区分できるもので、かつ証拠書類に

よって金額等が確認できるもののみとなります。 

８ 申請手続  

【申請の流れ】 
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⑤補助事業の実施 

（交付決定通知日～令和８年２月2７日（金）） 

⑥実績報告・補助金請求 

（～補助事業の完了日から起算して３０日を 

経過した日又は令和８年２月2７日（金）） 

のいずれか早い日） 

⑦補助金支払

い 

③交付申請（～令和８年２月２日（月）） 

 ①申込み 

デ
ジ
な
ら
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン 

事
務
局(

※
委
託
） 

②専門家による面談・ 

クラウドサービスの提案 

④交付決定 

補助金の申請には、面談を終え、 

見積書を取得する必要があります。 
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(1) スケジュール 

受付期間 

令和８年２月２日（月）１７時まで（必着） 

※申請総額が予算額に達した場合は、期間内であっても受付を終了い

たしますので、あらかじめご了承ください。 

※補助金の申請には専門家による面談が必要です。 

交付決定通知 順次発行予定（審査後、順次交付決定を行います。） 

 

(2) 問合せ窓口、申請書提出先 

名 称 奈良県 産業部 経営支援課 経営力向上係 

住 所 〒６３０－８５０１ 奈良市登大路町３０ 

申請方法 郵送（※１）または「奈良スーパーアプリ」の電子申請機能（※２） 

ホームページ https://www.pref.nara.jp/66856.htm 

（ホームページ掲載箇所） 

県庁ホームページ⇒組織からさがす ⇒本庁 産業部 経営支援課 

⇒創業・経営分野⇒デジならキャンペーン 

電 話 
０７４２―９５－５２６０ 

平日９時００分～１７時００分、土日祝・年末年始を除く。 

※1 必ず簡易書留またはレターパック等の発送の記録が残る方法で郵送してください。 

Ａ４サイズの書類が入る角形２号（縦３３２㎜×横２４０㎜）封筒を使用し郵送してく

ださい。  

 ※2 「奈良スーパーアプリ」での申請方法は別紙「デジならキャンペーン補助金 奈良

スーパーアプリ手続きマニュアル」をご確認ください。 

 

(1) 申請件数 

同一事業者からの申請は１件とします（複数の屋号を使用している個人事業者も申請は

１件のみになります。） 

 

(2) 申請手順 

①申込み（事業者→デジならキャンペーン事務局） 

  補助金の申請には、専門家による面談が必要です。 

  面談の申請方法は、本要領 P7【専門家について】をご参照ください。 

 

②専門家による面談・クラウドサービスの提案（事業者⇔デジならキャンペーン事務局） 

  経営課題、デジタル化について面談を実施します。 

  面談内容を踏まえ、補助金申請を行ってください。 
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③交付申請（事業者→協議会） 

  (2)の申請書提出先へ郵送または「奈良スーパーアプリ」の電子申請機能により下記の

書類をご提出ください。 

  提出書類 注意事項 

デジならキャンペーン 

補助金交付申請書 

【第１号様式】 

様式はＨＰよりダウンロードしてください。 

押印を省略しています。そのため、本人確認のため記

載の問合せ先にご連絡させていただくことがありま

す。 

補助対象経費の根拠が分かる資料 

（見積書等） 

見積書による確認を原則とします。 

見積書の取得が難しい場合、価格の記載されたカタロ

グ等、積算根拠（提供者・購入内容・価格・料金体系

）が確認できる書類を添付してください。 

その他会長が必要と認める書類 
必要に応じて書類をご提出いただく場合がありま

す。 

 

④交付決定（協議会→事業者） 

申請内容を審査の上、順次交付決定を行います。 

申請内容及び提出書類に不備がないことを協議会が確認した時点で受理となり、申請書

を受理してから交付決定通知まで、通常２週間程度を要します。 

提出書類の内容について、電話やメール等で問い合わせる場合があります。 

交付決定後に、補助対象経費が増額となった場合であっても、当初交付決定通知をした交付決定額

を増額することはできません。 

 

⑤補助事業の実施（事業者） 

「交付決定通知」を受領後、申請書の内容に沿って、事業を実施してください。事業は

補助事業期間内に完了してください。 

 

⑥実績報告兼請求書の提出（事業者→協議会） 

補助事業終了後から起算して３０日以内または、令和８年２月２７日のいずれか早い日

までに(2)の申請書提出先へ郵送または「奈良スーパーアプリ」の電子申請機能により

下記の書類をご提出ください。 

提出書類 注意事項 

デジならキャンペーン 

補助金実績報告書兼請求書 

【第５号様式】 

様式はＨＰよりダウンロードしてください。 

押印を省略しています。そのため、本人確認の

ため記載の問合せ先にご連絡させていただく

ことがあります。 

補助対象経費の内容が分かる資料 

（請求書の写し等） 

請求書による確認を原則とします。 

請求書の取得が難しい場合、価格の記載され



16 
 

たカタログ等、積算根拠（提供者・購入内

容・価格・料金体系）が確認できる書類を

提出してください。 

支払いを証する書類 

（領収書、クレジットカードの利用明

細、インターネットバンキングの取引

状況照会ページ、通帳等の写し） 

支払日、金額、相手方情報、債務者情報

の分かるものをご提出ください。 

支払いについては、個人事業主は事業主

名義、法人は法人名義によりお支払いく

ださい。 

補助金振込先の口座が分かる書類 

預金通帳の写し等、振込先の口座に関す

る情報（金融機関名、口座番号、名義人

等）の分かる書類をご提出ください。 

個人事業主は事業主名義の口座、法人は

法人名義の口座をご教示ください。 

その他会長が必要と認める書類 必要に応じて書類をご提出いただく場合

があります。 

 

⑦補助金の入金（協議会→事業者） 

⑥の審査が完了次第、協議会より補助金を交付（入金）します。 

（請求後、２週間程度お日にちをいただきます。） 

 

(3) 補助金の額及び請求について 

実際に受け取る補助金は「交付決定通知書」に記載した「補助金の額」より少なくなる

場合があります。実績報告書等の確認時に、支出内容に補助対象外の経費が計上されて

いることが判明した場合には、当該経費を除いて補助金の額を算出します。 

 

９ 補助対象者の義務  

(1) 補助事業の実施について 

事業実施期間内に事業が完了し、業務の生産性が向上するよう努め、経費の支払を適正に

行ってください。 

 

(2) 実地調査について 

補助事業の実施期間中又は完了後に、協議会が実地調査を行うことがありますので、ご

協力をお願いします。 

 

10 重要説明事項  

(1) 申請の取下げについて 

交付申請を行った事業者は、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、速や

かにその旨を記載した書面を協議会会長に提出しなければなりません。 
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(2) 補助事業の着手について 

交付決定通知日以降に着手された補助事業が補助対象となります。なお、補助事業の着

手とは、補助事業に係る契約の締結等をいいます。 

 

(3) 補助事業の中止又は廃止について 

補助事業を中止し、又は廃止をしようとするときは、速やかにその旨を記載した書面を提出

しなければなりません。 

 

(4) 補助事業の状況報告について 

補助事業の進捗状況等について担当職員より問い合わせを行う場合があります。 

 

(5) 交付決定の取消し等 

補助対象者が、次のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定を取り消し、又

は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがあります。  

・虚偽の申請、報告により補助金の交付決定を受け、又は交付を受けたとき  

・補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき  

 

(6) 権利の譲渡等の制限について 

交付決定により生じる権利を、第三者に譲渡・承継させることはできません。 

 

(7) 関係書類の整理・保存について 

この補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出につ

いての証拠書類を整理し、補助事業終了の年度の翌年度から起算して５年間保管しておか

なければなりません。 

 

(8) 重複受給について 

同一の経費について、国（独立行政法人等を含む）や他の地方公共団体及び奈良県が助

成する他の制度（補助金等）と経費が重複する事業は補助対象事業となりません。 

 

(9) 財産処分の制限について 

本補助金により取得したクラウドサービス、ハードウェア等の財産のうち、取得価格の単価が５０

万円以上のものについては、当該ツールの利用の中止、備品の売却、転用、破棄等の財産処分に制

限が課されます。補助事業の終了後であっても取得から一定の年数（耐用年数）を経過する前に財

産処分を行う場合は、会長の承認を受けた後、残存簿価相当額または時価（譲渡額）を、当該処分

財産に係る補助金額を限度に納付する必要があります。なお、会長の承認を受けることなく貸し付

けや転売等を行った場合は交付決定の取消となります。 

 

(10) その他 

事業者は、交付要綱、公募要領、ウェブサイト等の案内に記載のない事項について疑義が

生じた場合は、協議会からの指示に従わなければなりません。 

 


